
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 所定の位置にヘッド挿入部ならびに駆動軸挿入部

、 の側面にディスクホルダー挿入用開口を有する
カートリッジケ

ースと、
　 カートリッジケース内に挿抜可能に収納され、

ディスク保持部を有するディスクホルダーと、
　 ディスクホルダーに着脱可能に保持される記録用ディスクと
　を備えたディスクカートリッジにおいて、
　 カートリッジケースの ディスクホルダー挿入用開口の側端部と、 ディスクホルダ
ー挿入用開口の

誤挿入防止部を形成
　

　

ことを特徴とするディスクカートリッジ。
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上ケースと下ケースとからなり、 が設
けられ １つ とともに、該上ケースと該下
ケースとの夫々の該ディスクホルダー挿入用開口側に切欠部が設けられた

該 ディスクの周面を保持する２本のアー
ムを備えた

該

該 該 該
該側端部に対応する該ディスクホルダーの該ディスクホルダー挿入用開口

への嵌合部の側端部とに夫々、該ディスクホルダーの し、
夫々の該誤挿入防止部により、該カートリッジケースの該ディスクホルダー挿入用開口

の下側が幅寸法Ａの幅狭部をなして上側が幅寸法Ｂの幅広部をなし、該ディスクホルダー
の該ディスクホルダー挿入用開口への該嵌合部の下側が幅寸法Ｃの幅狭部をなして上側が
幅寸法Ｄの幅広部をなし、該幅寸法Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの関係が、Ｂ＞Ｄ＞Ａ＞Ｃであって、

かつ該ディスクホルダーでの該カートリッジケースの該上ケースに対向する側の面と該
ディスクホルダーでの該カートリッジケースの該下ケースに対向する側の面とに夫々、互
いに大きさが異なる指掛部を設けた



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば光ディスクなどの記録用ディスクを用いるディスクカートリッジに係り
、特に一方の側面にディスクホルダー挿入用開口を有するカートリッジケースと、そのカ
ートリッジケース内に挿抜可能に収納されてディスク保持部を有するディスクホルダーと
、そのディスクホルダーに着脱可能に保持される記録用ディスクを備えたディスクカート
リッジに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図２６ならびに図２７は、従来検討されたこの種ディスクカートリッジを説明するための
図で、図２６は記録用ディスクを保持したディスクホルダーをカートリッジケース内に挿
入する直前の状態を示す平面図、図２７はそのカートリッジケースの正面図である。
【０００３】
この種ディスクカートリッジは、カートリッジケース１００とディスクホルダー１０１と
記録用ディスク１０２とから主に構成されている。カートリッジケース１００は合成樹脂
の成形体からなり、所定の位置にヘッド挿入部と駆動軸挿入部が一体となったアクセス開
口１０３が形成され、このアクセス開口１０３はシャッター１０４によって開閉される。
図２７に示すようにカートリッジケース１００の一つの側面に長方形のディスクホルダー
挿入用開口１０５が形成され、このディスクホルダー挿入用開口１０５を区画形成する開
口縁１０６のほぼ中央部に、台形状に切り欠かれたケース側誤挿入防止部１０７が形成さ
れている。
【０００４】
ディスクホルダー１０１は合成樹脂の成形体からなり、記録用ディスク１０２の周面を両
側から弾性的に挟持する２本のアーム状のディスク保持部１０８，１０８と、そのディス
ク保持部１０８の基部どうしを連結するとともにカートリッジケース１００の前記ディス
クホルダー挿入用開口１０５に嵌合する嵌合部１０９と、その嵌合部１０９の上面と下面
にそれぞれ形成された平面形状がケース側誤挿入防止部１０７と同じ台形をした突状のホ
ルダー側誤挿入防止部１１０とを有している。上面側の誤挿入防止部１１０にはＡ面表示
１１１が、下面側の誤挿入防止部１１０にはＢ面表示（図示せず）がなされている。
【０００５】
記録用ディスク１０２は例えば光ディスクなどからなり、表面に記録Ａ面、裏面に記録Ｂ
面を有する両面記録タイプの硬質ディスクとなっており、記録用ディスク１０２は前記デ
ィスクホルダー１０１に着脱可能に保持される。
【０００６】
図２６に示すように、記録用ディスク１０２の記録Ａ面とディスクホルダー１０１のＡ面
表示１１１が合致するように記録用ディスク１０２をディスクホルダー１０１に装着して
、これをカートリッジケース１００のディスクホルダー挿入用開口１０５から挿入する。
同図に示すようにディスクホルダー１０１が正規の状態で挿入されると、突状のホルダー
側誤挿入防止部１１０が切り欠き状のケース側誤挿入防止部１０７に嵌合するとともに、
ディスクホルダー１０１の嵌合部１０９によってカートリッジケース１００のディスクホ
ルダー挿入用開口１０５が閉塞される。
【０００７】
ディスクホルダー１０１の挿入が終了した時点で、カートリッジケース１００内に設けら
れているガイド突部（図示せず）によりディスクホルダー１０１のディスク保持部１０８
，１０８が互いに径方向外側に若干開かれ、記録用ディスク１０２がディスク保持部１０
８，１０８から外れてフリーの状態になる。
【０００８】
このディスクホルダー１０１と記録用ディスク１０２を収納したカートリッジケース１０
０をディスクドライブ装置に装着することにより、カートリッジケース１００内の記録用
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ディスク１０２に対して情報の記録／再生がなされる。また、ディスクホルダー１０１を
カートリッジケース１００から抜き出し、さらに記録用ディスク１０２をディスクホルダ
ー１０１から外して記録用ディスク１０２単独でディスクドライブ装置に装着するか、ま
たは取り外した記録用ディスク１０２をカートリッジケース１００よりも大きいアダプタ
ーに挿入しディスクドライブ装置に装着して、情報の記録／再生を行なうこともできるよ
うになっている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで従来のこの種のディスクカートリッジは、図２６ならびに図２７に示すようにデ
ィスクホルダー挿入用開口１０５を区画形成する開口縁１０６のほぼ中央部に切り欠き状
のケース側誤挿入防止部１０７が形成されている。開口縁１０６のほぼ中央部はどこにも
支えられておらず、しかも開口縁１０６が薄肉であるため、機械的強度が弱い。そのため
誤ってディスクホルダー１０１を表裏逆にしてカートリッジケース１００に強く押し込む
と、ホルダー側誤挿入防止部１１０がケース側誤挿入防止部１０７と嵌合しないで、誤挿
入防止部１１０が開口縁１０６（誤挿入防止部１０７）の内側に入り込み、誤挿入のまま
記録用ディスク１０２がカートリッジケース１００に挿入されてしまい、記録用ディスク
１０２に対して情報の記録／再生が適正に行なわれないという欠点を有している。
【００１０】
また、前述のようにディスクホルダー１０１をカートリッジケース１００内に挿入した状
態（通常状態）では、アーム状に延びたディスク保持部１０８は、カートリッジケース１
００内に設けられているガイド突部により、強制的に外側に開かれるようになっている。
そのため、ディスク保持部１０８には常に内部応力が加わることになる。
【００１１】
ところでディスクホルダー１０１は、例えばポリカーボネート樹脂などの合成樹脂単独で
成形されているため、常に内部応力が加わると、ディスク保持部１０８によるディスク挟
持力が徐々に弱まる。そのためディスクホルダー１０１をカートリッジケース１００から
引き抜いたとき、挟持力の弱まりにより、ディスク１０２がディスクホルダー１０１から
脱落して、ディスク１０２が傷付くおそれがある。そしてディスク１０２に傷が付くと、
以降、記録／再生エラーの要因となる欠点を有している。
【００１２】
本発明の第１の目的は、このような従来技術の欠点を解消し、カートリッジケースに対す
るディスクホルダーの誤挿入防止が確実に行なわれる信頼性の高いディスクカートリッジ
を提供することにある。
【００１３】
本発明の第２の目的は、このような従来技術の欠点を解消し、ディスク保持部における挟
持力の低下を抑え、記録用ディスクの保持が確実に行なわれる信頼性の高いディスクカー
トリッジを提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
前記第１の目的を達成するため、第１の本発明は、所定の位置にヘッド挿入部ならびに駆
動軸挿入部を設け、一方の側面にディスクホルダー挿入用開口を有するカートリッジケー
スと、そのカートリッジケース内に挿抜可能に収納されてディスク保持部を有するディス
クホルダーと、そのディスクホルダーに着脱可能に保持される記録用ディスクを備えたデ
ィスクカートリッジを対象とするものである。
【００１５】
そして前記カートリッジケースのディスクホルダー挿入用開口の側端部と、前記ディスク
ホルダーの前記ケース側側端部と対応する側端部に、それぞれ誤挿入防止部を形成したこ
とを特徴とするものである。
【００１６】
カートリッジケースのディスクホルダー挿入用開口の側端部は、カートリッジケースの側
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壁や角部の存在などにより、開口縁の中央部に比べると機械的強度が充分に高い。第１の
本発明はこの側端部に誤挿入防止部を設けるから、誤挿入防止の効果が確実に発揮でき、
信頼性の向上が図れる。
【００１７】
前記第２の目的を達成するため、第２の本発明は、所定の位置にヘッド挿入部ならびに駆
動軸挿入部を設け、一つの側面にディスクホルダー挿入用開口を有するカートリッジケー
スと、そのカートリッジケース内に挿抜可能に収納されて、ディスク保持部を有するディ
スクホルダーを備えたディスクカートリッジにおいて、
前記ディスクホルダーにおけるディスク保持部の少なくとも一部が弾性変形する例えば金
属板バネなどからなる金属部材で構成されていることを特徴とするものである。
【００１８】
第２の本発明はこのように、ディスクホルダーにおけるディスク保持部の一部または全部
を弾性変形する金属部材で構成している。金属部材は合成樹脂に比べて耐クリープ性に優
れているため、ディスク保持部における挟持力の低下が有効に抑えられ、記録用ディスク
の保持が確実な信頼性の高いディスクカートリッジを得ることができる。
【００１９】
また、前記第２の目的を達成するため、第３の本発明は、所定の位置にヘッド挿入部なら
びに駆動軸挿入部を設け、一つの側面にディスクホルダー挿入用開口を有するカートリッ
ジケースと、そのカートリッジケース内に挿抜可能に収納され、記録用ディスクを弾性的
に保持するディスク保持部を有するディスクホルダーと、そのディスクホルダーに着脱可
能に保持される記録用ディスクを備えたディスクカートリッジにおいて、前記ディスクホ
ルダーが例えばガラス繊維などの繊維状体を混入、分散した例えばポリアミド樹脂などの
合成樹脂で成形されていることを特徴とするものである。
【００２０】
第３の本発明はこのように、ディスクホルダーが繊維状体を混入、分散した合成樹脂で成
形されているから、特にディスク保持部の耐クリープ性が向上し、そのためにディスク保
持部における挟持力の低下が有効に抑えられ、ディスクの保持が確実な信頼性の高いディ
スクカートリッジを得ることができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
次に本発明の第１の実施の形態に係るディスクカートリッジを図に基づいて説明する。図
１はディスクカートリッジの要部断面図、図２はそのディスクカートリッジの平面図、図
３は上ケースの平面図、図４は上ケースの側面図、図５は上ケースの底面図、図６は図５
の正面図、図７は図５の背面図、図８はディスクホルダーの平面図、図９はディスクホル
ダーの側面図、図１０はディスクホルダーの正面図、図１１はディスクホルダーの底面図
、図１２は図１１Ｘ－Ｘ線上の断面図、図１３はディスクホルダーに記録用ディスクを保
持した状態を示す平面図、図１４はカートリッジケースとディスクホルダーの寸法関係を
説明するための図である。
【００２２】
ディスクカートリッジは、カートリッジケース１とディスクホルダー２と記録用ディスク
３とから主に構成されている。カートリッジケース１は合成樹脂の成形体からなり、図１
に示すように上ケース４と下ケース５とから構成されている。下ケース５は上ケース４と
ほぼ同じ形状をしているので、ケースの形状については上ケース４について説明する。
【００２３】
図３ならびに図５に示すように所定の位置にヘッド挿入部と駆動軸挿入部が一体となった
（連通した）アクセス開口６が形成され、このアクセス開口６は図２に示すようにシャッ
ター７によって開閉される。このシャッター７は、２本のバネ（図示せず）によって閉塞
位置である中央位置に常に弾性付勢されている。
【００２４】
前記アクセス開口６とは反対側の端部中央には指腹よりも若干広い切欠部８が設けられ、
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この切欠部８を設けた側面にはディスクホルダー挿入用開口１１の半分が形成され、上ケ
ース４と下ケース５を重ね合わすことにより、図１４に示すような扁平型のディスクホル
ダー挿入用開口１１が形成される。図５に示すように両側壁９の内面で切欠部８寄りの位
置にロック用凹部１０がそれぞれ設けられている。
【００２５】
前記ディスクホルダー２は、繊維状体を混入、分散した合成樹脂で成形されている。前記
繊維状体として例えばガラス繊維、炭素繊維、ボロン繊維、高剛性有機繊維のグループか
ら選択された少なくとも１種の繊維状体が用いられる。繊維状体の混合割合は５～５０重
量％、好ましくは２０～４０重量％である。繊維状体の混合割合が５重量％未満であると
繊維状体を混合した効果が十分に発揮されず、一方、混合割合が５０重量％を超えるとデ
ィスクホルダー２の成形性が悪くなり、しかも耐衝撃性などの機械的特性が低下する。従
って繊維状体の混合割合は５～５０重量％の範囲に規制する必要がある。
【００２６】
またこれら繊維状体を混入、分散する合成樹脂としては、例えばポリアセタール樹脂、ポ
リカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリフェニレンオキシド
樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリサルホ
ン樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリプロピレン樹脂、Ａ
ＢＳ樹脂、ポリアリルサルホン樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂などがある。
【００２７】
特に繊維状体を混入、分散したポリアミドイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリフェニレン
スルフィド樹脂、ポリアリルサルホン樹脂、ポリサルホン樹脂、ポリエーテルサルホン樹
脂、ポリイミド樹脂は応力緩和が少なく、耐クリープ性に特に優れている。
【００２８】
これら各種合成樹脂に繊維状体（ガラス繊維）を混入、分散をしないもの（Ａ）と、混入
、分散した複合材（Ｂ）の引張強度ならびに引張弾性率を示せば次の表１の通りである。
【００２９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この表１から明らかなように、各種樹脂とも繊維状体を混入、分散させることにより引張
強度や引張弾性率などの機械的特性を大幅に向上することができる。
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【００３０】
また各種合成樹脂に繊維状体（ガラス繊維）を混入、分散をしたものの初期引張強度１７
５ｋｇ／ｃｍ 2 、測定環境温度２３℃での引張応力減少量を示せば次の表２の通りである
。なお表中の（　）内の数値はガラス繊維の含有率（重量％）を示している。
【００３１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
この表２から明らかなように、ポリアミドイミド樹脂（ＰＡＩ）、ポリアミド樹脂（ＰＡ
）、ポリフェニレンスルフィド樹脂（ＰＰＳ）、ポリアリルサルホン樹脂（ＰＡＳＦ）、
ポリサルホン樹脂（ＰＳＦ）、ポリエーテルサルホン樹脂（ＰＥＳＦ）、ポリイミド樹脂
（ＰＩ）は応力緩和が少なく、耐クリープ性に特に優れている。
【００３２】
繊維状体の他に例えばマイカ、炭酸カルシウム、ウオラストナイト、ガラスビーズ、水酸
化アルミニウム、タルクなどのフィラーを適量混合することもできる。
【００３３】
また前記合成樹脂を単独または混合して用いることもできる。例えばポリカーボネート樹
脂とＡＢＳ樹脂を混合することにより熱変形温度ならびに硬度が高くなり、しかも耐衝撃
性が向上する。ＡＢＳ樹脂とポリサルホン樹脂を混合することによりコストの低減が図れ
る。ポリアミド樹脂とエラストマーを混合することにより耐衝撃性が向上する。ポリアミ
ド樹脂とポリフェニレンスルフィド樹脂を混合することにより耐磨耗性が向上する。
【００３４】
ディスクホルダー２は耐クリープ性に優れた例えばポリアリレート樹脂やポリアせタール
樹脂などの合成樹脂の成形体からなり、記録用ディスク３の周面を両側から弾性的に挟持
する２本のアーム状のディスク保持部１２，１２と、そのディスク保持部１２の基部どう
しを連結するとともにカートリッジケース１の前記ディスクホルダー挿入用開口１１に嵌
合する嵌合部１３と、その嵌合部１３の両側に設けられたロック用弾性片１４とを有して
いる。
【００３５】
前記ディスク保持部１２の先端部には図９や図１２に示すように傾斜面１７が形成され、
カートリッジケース１へのディスクホルダー２の挿入をスムーズにしている。前記ロック
用弾性片１４の先端部には押圧部１５が形成され、この押圧部１５の内側にストッパー１
８が取外し可能に一体成形されており、カートリッジケース１からディスクホルダー２を
取り出して使用するモードの時には、このストッパー１８を除去してロック用弾性片１４
が弾性変形できるようにしている。
【００３６】
またこのストッパー１８の有無をディスクドライブ装置の方で光学的あるいは機械的など
の適宜な手段で検出することで、当該ディスクカートリッジがカートリッジケース１から
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ディスクホルダー２を取り出したことがあるか否かの使用履歴を判別することができる。
【００３７】
前記嵌合部１３の中央上面には図８に示すように１つの突起１６を有する指掛部１７が、
また嵌合部１３の中央下面には図１１に示すように２つの突起１６を有する指掛部１７が
形成されている。この１つの突起１６を有する方が例えばＡ面側、２つの突起１６を有す
る方が例えばＢ面側となっている。
【００３８】
記録用ディスク３（図１３参照）は例えば光ディスクなどからなり、表面に記録Ａ面、裏
面に記録Ｂ面を有する両面記録タイプの硬質ディスクとなっている。
【００３９】
記録用ディスク３の記録Ａ面（または記録Ｂ面）とディスクホルダー２の前記１つの突起
１６（または２つの突起１６）が合致するように記録用ディスク３をディスクホルダー２
に装着して（図１３参照）、これをカートリッジケース１のディスクホルダー挿入用開口
１１から挿入することにより、ディスクホルダー２の嵌合部１３によりカートリッジケー
ス１のディスクホルダー挿入用開口１１が閉塞される。
【００４０】
ディスクホルダー２の挿入が終了した時点で、カートリッジケース１内に設けられている
ガイド突部１９（図５参照）によりディスクホルダー２のディスク保持部１２，１２が互
いに径方向外側に若干開かれ、記録用ディスク３がディスク保持部１２，１２から外れて
フリーの状態になる。またディスクホルダー２の挿入が終了した時点で、ディスクホルダ
ー２のロック用弾性片１４の一部がカートリッジケース１のロック用凹部１０に嵌まり、
ディスクホルダー２と記録用ディスク３が不意にカートリッジケース１から脱落するのを
防いでいる。
【００４１】
このディスクホルダー２と記録用ディスク３を収納したカートリッジケース１をディスク
ドライブ装置に装着することにより、カートリッジケース１内の記録用ディスク３に対し
て情報の記録／再生がなされる。
【００４２】
また、カートリッジケース１に装着されたディスクホルダー２の両側の押圧部１５（押圧
部１５の先端部はカートリッジケース１の側面から露呈している。）を指で摘んで内側に
押圧することにより、前述のロック用凹部１０とロック用弾性片１４の係合が外れる。こ
のロック解除の状態でディスクホルダー２をカートリッジケース１から抜き出し、さらに
記録用ディスク３をディスクホルダー２から外して記録用ディスク３単独でディスクドラ
イブ装置に装着するか、または取り外した記録用ディスク３をカートリッジケース１より
も大きいアダプターに挿入してディスクドライブ装置に装着して、情報の記録／再生を行
なうことができる。
【００４３】
次にカートリッジケース１のディスクホルダー挿入用開口１１ならびにディスクホルダー
２の嵌合部１３の形状ならびに寸法関係について、図１４とともに説明する。同図に示す
ようにディスクホルダー挿入用開口１１は、下側が幅寸法Ａを有する幅狭部２０、上側が
幅寸法Ｂを有する幅広部２１となっており、両者の寸法差によってディスクホルダー挿入
用開口１１の両側の側端部に段状のケース側誤挿入防止部２２がそれぞれ形成されている
。また、同図に示すようにディスクホルダー挿入用開口１１を区画形成するカートリッジ
ケース１の側壁９の厚さがカートリッジケース１の上壁２３ならびに下壁２４よりも厚く
設計されている。
【００４４】
ディスクホルダー２の嵌合部１３は下側が幅寸法Ｃを有する幅狭部２５、上側が幅寸法Ｄ
を有する幅広部２６となっており、両者の寸法差によって嵌合部１３の両側の側端部に段
状のホルダー側誤挿入防止部２７がそれぞれ形成されている。そして各部の寸法関係は、
Ｂ＞Ｄ＞Ａ＞Ｃとなっている。従ってカートリッジケース１に対してディスクホルダー２
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を正規の状態で挿入すれば、嵌合部１３がディスクホルダー挿入用開口１１と嵌合するが
、ディスクホルダー２を表裏逆にして挿入しようとすると前記誤挿入防止部２２、２７の
働きでディスクホルダー２の誤挿入が確実に防止できる。この誤挿入防止部２７は図８、
図９ならびに図１１に示されているように、ディスクホルダー２の両サイドに凸状に設け
られている。
【００４５】
図１５は本発明の第２の実施の形態を説明するための図で、この実施の形態の場合はディ
スクホルダー挿入用開口１１ならびに嵌合部１３の片側にだけ誤挿入防止部２２、２７が
設けられている。
【００４６】
図１６は本発明の第３の実施の形態を説明するための図で、この実施の形態の場合はディ
スクホルダー挿入用開口１１の片側に凹状の誤挿入防止部２２が、また嵌合部１３には凸
状の誤挿入防止部２７が設けられており、これら誤挿入防止部２２、２７も段状になつて
いる。
【００４７】
図１７は本発明の第４の実施の形態を説明するための図で、この実施の形態の誤挿入防止
部２２、２７は一方の角部に傾斜面を有する形状になっており、両側の側端部にそれぞれ
誤挿入防止部２２、２７が形成されている。この実施の形態のでは両側側端部に誤挿入防
止部２２、２７を設けたが、誤挿入防止部２２、２７を片側にだけ設けることも可能であ
る。
【００４８】
次に本発明の第５の実施の形態について第１のないし第４の実施の形態と異なるところの
み説明する（以降の実施形態も同様）。
【００４９】
図１８は本発明の第５の実施の形態に係るディスクカートリッジの上ケースの底面図、図
１９はディスクホルダーの平面図、図２０はディスクホルダーの底面図、図２１はディス
クホルダーに記録用ディスクを保持した状態を示す平面図、図２２は板バネと板バネ押圧
突起の係合状態を示す拡大断面図である。
【００５０】
図１８に示すように、ディスクカートリッジは図５と異なり、ガイド突部１９を省略して
いる。
【００５１】
図２１に示すように記録用ディスク３は、ディスクホルダー２の一対のディスク保持部１
２，１２、及び前記指掛部１７の内側に形成された凹部３１に臨むように片持ち式に保持
されている金属製の板バネ３２の自由端３２ｂにより３点支持されている。この場合、板
バネ３２の弾性力により記録用ディスク３をディスク保持部１２，１２側に押して保持し
ている。従って本実施の形態の場合は、ディスク保持部１２，１２と板バネ３２で記録用
ディスク３を着脱可能に保持するディスク保持部を構成している。なお板バネ３２の基部
３２ａ（図１９、図２０も参照）は、嵌合部１３にビス止め、インサートモールドあるい
は融着などの適宜な手段でしっかりと固定されている。図１９ないし図２１において符号
３０は溝部を示す。
【００５２】
ディスクホルダー２がカートリッジケース１に挿入されていないときは、図２１の破線で
示すように、板バネ３２でディスク３がディスク保持部１２，１２側に押圧されているが
、ディスクホルダー２をカートリッジケース１内に挿入したとき、板バネ３２の自由端３
２ｂは２点鎖線で示す位置に後退する。すると記録用ディスク３はディスク保持部１２側
へ押圧されなくなり、ディスク保持部１２から離れて回転自在なフリー状態となる。
【００５３】
ここでディスクホルダー２をカートリッジケース１内に挿入したとき、板バネ３２を記録
用ディスク３から離反させるために、図２２に示すように、カートリッジケース１に板バ
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ネ３２の自由端３２ｂと対向する板バネ押圧突起３３を一体形成している。
【００５４】
ディスクホルダー２を図２２において、左側からカートリッジケース１に挿入すると、板
バネ３２の自由端３２ｂが板バネ押圧突起３３に突き当たるようになっている。ここで、
ディスクホルダー挿入用開口１１をディスクホルダー２の嵌合部１３で閉塞するまで、デ
ィスクホルダー２をカートリッジケース１内に押し込むと、その過程で板バネ３２は板バ
ネ押圧突起３３でその進入が阻止されるので、弾性変形してディスク３から離れ、記録用
ディスク３がディスクホルダー２内においてフリーな状態になる。
【００５５】
ディスクホルダー２の挿入が終了した時点で、ディスクホルダー２のロック用弾性片１４
の一部がカートリッジケース１のロック用凹部１０に嵌まり、ディスクホルダー２と記録
用ディスク３が不意にカートリッジケース１から脱落するのを防ぐとともに、図２２に示
す板バネ３２の弾性変形が維持される。
【００５６】
なお図示していないが、アダプター内にも板バネ押圧突起が設けられ、アダプター内にデ
ィスクホルダー２を挿入することにより、その板バネ押圧突起の働きで図２２のようにデ
ィスクホルダー２に取り付けられている板バネ３２の自由端３２ａが弾性変形して、記録
用ディスク３がディスク保持部１２，１２から外れて、アダプター内でフリーの状態にな
り、情報の記録／再生が可能となる。
【００５７】
図２３は本発明の第６の実施の形態を説明するための図で、ディスクホルダーの底面図で
ある。なお、上ケースの底面は図５と同じである。
【００５８】
この実施の形態の場合は図２３に示すように、一対のディスク保持部１２，１２が金属製
の板バネ３２から構成され、それの基部３２ａがディスクホルダー２の本体にビス止め、
インサートモールド、溶着などの適宜な手段でしっかりと固定されている。また板バネ３
２の自由端３２ｂは弾性変形可能で、若干外側に向いて屈曲している。
【００５９】
一方、上ケース４の内面には、前記ディスクホルダー２における板バネ３２の自由端３２
ｂと対向する位置にガイド突部１９，１９が一体成形されている（図５参照）。
【００６０】
図示していないが、ディスクホルダー２をカートリッジケース１から取り出したとき、記
録用ディスクは一対のディスク保持部１２，１２の点Ｐ１，点Ｐ２、ならびに指掛部１７
の内側に設けられた凹部３１の点Ｐ３で３点支持されている。従って本実施の形態では、
この点Ｐ１，点Ｐ２，点Ｐ３が記録用ディスクを着脱可能に保持するディスク保持部とな
っている。
【００６１】
記録用ディスクを保持したディスクホルダー２をカートリッジケース１に挿入すると、板
バネ３２の自由端３２ｂが上ケース４のガイド突部１９，１９に当たる。さらにディスク
ホルダー２を押し込むと、ガイド突部１９，１９によって板バネ３２の自由端３２ｂが記
録用ディスクの径方向外側に押し拡げられて、記録用ディスクがディスクホルダー２内に
おいてフリーな状態となり、情報の記録／再生が可能な状態となる。
【００６２】
ディスクホルダー２をカートリッジケース１から引き抜く際には、板バネ３２の自由端３
２ｂが前記ガイド突部１９，１９から離れ、板バネ３２の復元力により記録用ディスクは
点Ｐ１，点Ｐ２，点Ｐ３により自動的に弾性保持される。
【００６３】
この第６の実施の形態では両方のディスク保持部１２を板バネ３２で構成したが、一方の
ディスク保持部１２を板バネ３２で構成して、他方のディスク保持部１２を合成樹脂で構
成することも可能である。
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【００６４】
前記実施の形態では弾性変形する金属部材として板バネを使用したが、その他例えば記録
用ディスクの周面に当接する当接部材を支持した、または支持しない金属製のコイルスプ
リングなどを用いることも可能である。
【００６５】
前記実施の形態では弾性変形する金属部材が直接記録用ディスクの周面に接触する例を示
したが、金属部材の記録用ディスクと接触する部分に例えば布、フェルト、不織布などの
緩衝材を貼着することもできる。
【００６６】
図２４は第７の実施の形態に係るディスクカートリッジのディスクホルダーのストッパー
部分を中心とした拡大平面図、図２５は図２４Ｙ－Ｙ線上の断面図である。
【００６７】
図２４ならびに図２５に示すように、円筒状のストッパー１８は薄肉部４０を介してホル
ダー本体ならびに押圧部１５に取外し可能に一体成形されている。そしてストッパー１８
の高さが溝部４１の深さ以上、すなわち、ストッパー１８の高さをｈ１、溝部４１の深さ
をｈ２としたとき、ｈ１≧ｈ２の関係になるように設計されている。従って、ストッパー
１８をディスクホルダー２から取り外すとき、両者の寸法関係から、ストッパー１８が溝
部４１内で斜めになって溝壁に当たり、引っ掛かることがなく、そのためストッパー１８
をスムーズに取り外すことができる。
【００６８】
またこのストッパー１８の高さｈ１はカートリッジケース１の高さｈ３以下（ｈ１≦ｈ３
）に設定され、ストッパー１８の端部がカートリッジケース１の表面から突出しないよう
になっている。ストッパー１８の端部がカートリッジケース１の表面から突出すると、デ
ィスクカートリッジを収納ケース（図示せず）に挿入するときに、引っ掛かって挿入がス
ムーズに行なわれず、好ましくない。
【００６９】
前記実施の形態ではディスクホルダーの両側にロック用弾性片を設けたが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、ディスクホルダーの片側だけにロック用弾性片を設けること
もできる。
【００７０】
前記実施の形態では記録用ディスクとして光ディスクを用いたが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、他のディスクを用いることもできる。
【００７１】
【発明の効果】
　カートリッジケースにおいて それのディスクホルダー挿入用開口の側端部は、カート
リッジケースの側壁や角部の存在などにより、開口縁の中央部に比べると機械的強度が充
分に高い の側端部に誤挿入防止部を設けるから、誤挿入防止の効果が確実に発揮でき
、信頼性の向上が図れる。
【００７２】
　 ディスクホルダー挿入用開口の両側側端部と嵌合部の両側側端部に、それぞれ
誤挿入防止部を形成したから、誤挿入防止効果がより確実である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るディスクカートリッジの要部断面図である。
【図２】そのディスクカートリッジの平面図である。
【図３】上ケースの平面図である。
【図４】上ケースの側面図である。
【図５】上ケースの底面図である。
【図６】図５の正面図である。
【図７】図５の背面図である。
【図８】ディスクホルダーの平面図である。
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【図９】ディスクホルダーの側面図である。
【図１０】ディスクホルダーの正面図である。
【図１１】ディスクホルダーの底面図である。
【図１２】図１１Ｘ－Ｘ線上の断面図である。
【図１３】ディスクホルダーに記録用ディスクを保持した状態を示す平面図である。
【図１４】カートリッジケースとディスクホルダーの寸法関係を説明するための図である
。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係るディスクカートリッジの正面図である。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係るディスクカートリッジの正面図である。
【図１７】本発明の第４の実施の形態に係るディスクカートリッジの正面図である。
【図１８】本発明の第５の実施の形態に係るディスクカートリッジの上ケースの底面図で
ある。
【図１９】ディスクホルダーの平面図である。
【図２０】ディスクホルダーの底面図である。
【図２１】ディスクホルダーに記録用ディスクを保持した状態を示す平面図である。
【図２２】板バネと板バネ押圧突起との係合状態を示す拡大断面図である。
【図２３】本発明の第６の実施の形態に係るディスクカートリッジのディスクホルダーの
底面図である。
【図２４】本発明の第７の実施の形態に係るディスクカートリッジのディスクホルダーの
ストッパー部分を中心とした拡大平面図である。
【図２５】図２４Ｙ－Ｙ線上の断面図である。
【図２６】従来検討されたディスクカートリッジの記録用ディスクを保持したディスクホ
ルダーをカートリッジケース内に挿入する直前の状態を示す平面図である。
【図２７】そのカートリッジケースの正面図である。
【符号の説明】
１　カートリッジケース
２　ディスクホルダー
３　記録用ディスク
４　上ケース
５　下ケース
６　アクセス開口
８　切欠部
９　側壁
１０　ロック用凹部
１１　ディスクホルダー挿入用開口
１２　ディスク保持部
１３　嵌合部
１４　ロック用弾性片
１５　押圧部
１６　突起
１７　指掛部
１８　ストッパー
１９　ガイド突部
２０　幅狭部
２１　幅広部
２２　ケース側誤挿入防止部
２３　上壁
２４　下壁
２５　幅狭部
２６　幅広部
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２７　ホルダー側誤挿入防止部
３０　溝部
３１　凹部
３２　板バネ
３２ａ　板バネの基部
３２ｂ　板バネの自由端
３３　板バネ押圧突起
４０　薄肉部
４１　溝部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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